
第６章　生　　産　　局－118－

全国の生産数量目標を基本に都道府県ごとの過去6年
の需要実績中、中庸4年分の平均値のシェアで算出す
ることを基本としており、平成26年産米についてもこ
の方式により設定した。

また、各都道府県別の需要実績の算出に当たっては、
米の需給調整への取組等に対する配慮として、作付面
積が生産数量目標を下回った実績や都道府県間調整に
よる生産数量目標減少のほか、過去政府に売り渡され
備蓄米となっている数量について、各都道府県の需要
実績の算定上、一定の配慮を行った。

表10　平成26年産米の都道府県別の生産数量目標

５　米穀の出荷又は販売の事業の届出

平成16年４月１日の改正食糧法の施行により、従来
の計画流通制度（米穀の出荷取扱業及び販売業の登録
制度等）が廃止され、平常時においては米の流通関係
者の主体性を重視する観点から、流通の統制は行わな
いこととされた。

他方、米不足等の緊急時に的確に対応するため、平
常時から流通業者の確実な把握等を行い、緊急時にお
いて適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販
売の事業を行う者（事業規模が20精米t以上の者）に
対し、農林水産大臣への届出が義務付けられている。

表11　米穀の出荷又は販売の事業の届出者数
（平成26年３月末日現在）

６　米の消費拡大

平成25年度における米の消費拡大については、食品
産業等と連携し、我が国で100％自給可能な米を中心
とした日本型食生活の実践を推進し、新たなビジネス
の展開、創出を通じた消費拡大を図るため、次の事業
を実施した。

①ユネスコ無形文化遺産登録による和食文化に関す
る機運の高まりや健康面からの食に関する関心を
とらえ、一汁三菜を基本とする食や各地域の郷土
料理など、伝統的なごはんを中心とした食等の魅
力を広く一般に周知する食の講演会を開催。

②主食用米の消費の約３分の１（約250万トン）を
占め、その割合が増加している中食・外食等で使
用される業務用米の安定取引の推進の取組を実
施。

７　学 校 給 食

⑴　学校給食実施状況
学校給食は、学校給食法に基づき、小学校、中学校、

夜間定時制高校及び特別支援学校を対象に実施されて
おり、パン又は米飯とミルク及びおかずを供する「完
全給食」と、ミルク及びおかず等を供する「補食給食」、
ミルクのみを供する「ミルク給食」の三つの型がある。

平成25年5月現在における学校給食の実施状況は、
表12のとおりである。


